
全国一斉労働相談ホットライン 弁護士会の

職場のお悩み何でも無料相談

職場・アルバイト先でのお悩みを、
弁護士に相談してみませんか？

労災、解雇、残業代が出ない、セクハラ・パワハラ、契約の更新がされない、バイトの
シフトがきつい、ノルマが大きい、給料が求人広告より安い、職場の人間関係など、
労働者側からのご相談について、弁護士が無料で相談にあたります。 ブラックバイト
やブラック企業についての情報も、お待ちしています。お気軽にどうぞ。

相談日時 2017年６月９日（金）
10:00～16:00

面談相談 お一人30分程度、事前予約制、定員になり次第締め切り。無料相談。

長 崎： 長崎県弁護士会
長崎市栄町1番２５号長崎ＭＳビル４階

予約電話 ０９５－８２４－３９０３

佐世保： 長崎県弁護士会佐世保支部
佐世保市島瀬町４番１２号シティヒルズカズバ２階

予約電話 ０９５６－２２－９４０４

電話相談 NTTフリーダイヤル、通話料無料。当日、長崎県弁護士会に設置する特設番号。

携帯やPHS、公衆電話からも繋がります。

0120-610-168
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